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Ⅰ 税制の抜本改革に関する当調査会の考え方

国と地方の財政状況

・ 我が国においては、国税・地方税を合わせた税収の割合が、国・地方の歳
出純計に対し、約４９％となっている。

・ 国・地方の長期債務残高は平成２４年度末で約９４０兆円と見込まれている。

〈 国と地方の歳出純計に占める租税収入の割合の推移 〉
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注1 「日本の財政関係資料」(財務省ホームページ)より作成。
2 平成24年度は予算額である。
3 地方の借入金残高は、地方債残高、企業債残高のうち普通会計負担分及び交付税特別会計借入金残高のうち
3 地方負担分の合計額を計上。
4 内の数値は、国・地方の長期債務残高を合計し、重複分を控除したものである。

注1 「平成24年版地方財政白書」(総務省)より作成。
2 数値は、国・地方ともに決算額である。
3 内の数値は、歳出純計に占める租税収入割合である。



国民負担率と経済成長
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・ 国民負担率と経済成長率の間には、明確な相関関係は見られない。

・ 我が国の国民負担率は、諸外国と比べると低い水準にある。

国民負担率
（対国民所得比）

38.3

<ＯＥＣＤ諸国の国民負担率と経済成長率との相関>

注1 「国民負担率の内訳の国際比較」(財務省ホームページ)より作成。
2 日本は平成21年度（2009年度）実績、諸外国は2009年実績。（OECD "Revenue Statistics 1965-2010 "及び

同 "National Accounts 2003-2010 "による。）
3 租税負担率は国税及び地方税の合計の数値である。また所得課税には資産性所得に対する課税を含む。
4 四捨五入の関係上、各項目の計数の和が合計値と一致しないことがある。

<国民負担率の内訳の国際比較>
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注1 国民負担率は "Revenue Statistics(1965-2010)"、 実質GDP成長率は"OECD Factbook 2011"
（ともにOECD）に基づき作成。

2 OECD加盟国のうち、2005年から2009年までの実質GDP平均の上位16カ国をプロットしたもので
ある。
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将来人口推計と高齢化率の推移

注1 「日本の都道府県別将来推計人口（平成19年５月推計）」(国立社会保障・人口問題研究所)
より作成。

2 出生、死亡の将来推移は中位推計の数値を用いた。

注1 「日本の都道府県別将来推計人口（平成19年５月推計）」(国立社会保障・人口問題研究所)
より作成。

2 出生、死亡の将来推移は中位推計の数値を用いた。
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・ 東京都では高齢者人口が急激に増加し、2035年には現在の約1.4倍となる。

・ 我が国は今後、人口減少が進む一方で、高齢化率は引き続き上昇する。
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（万人）
＜全国の将来人口推計と高齢化率の推移＞

＜東京都の将来人口推計と高齢化率の推移＞



社会保障給付費の現状

注 財務省ＨＰ「日本の財政関係資料」より作成。

注 「日本の財政関係資料」(財務省ホームページ）より作成。

・ 少子・高齢化に伴い、我が国の社会保障給付費は年々増加している。

・ 一方で、社会保険料収入は、近年、横ばいで推移しており、社会保障給付費と社会

保険料収入の差額は拡大傾向にある。
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社会保障制度を通じて、国民に給付
される金銭・サービスの合計額

（例）年金の受給額
医療・介護の給付額
（自己負担見合いを除く）

社会保険料収入(兆円）

（参考）ＧＤＰ（兆円）

<社会保障給付費と社会保険料収入の推移>

対GDP比21.1%→

対GDP比10.5%→



・ 社会保障給付費は、平成24年度において110兆円程度と見込まれており、この給付を保険料と
    公費（国・地方）などの組合せにより賄っている。

歳 出

介護・福祉その他
20.6兆円

［うち介護 8.4兆円］

医 療
35.1兆円

年 金
53.8兆円

保 険 料
60.6兆円

国 税 負 担※

29.4兆円

地方税等負担
10.9兆円

資産収入等

給付費 109.5兆円 財源100.9兆円
＋資産収入

この部分
に対応

一般会計との関係

社会保障関係費
26.4兆円

恩給関係費 0.6兆円

○社会保障関係費は、国の税収と公
債金収入（借金）を財源としている。

○社会保障関係費は、毎年度１兆円
規模で増大していく見込みである。

<（参考）国の一般会計歳入・歳出における社会保障関係費の割合>

平成２年度と平成24年度の国の一般会計予算を比較すると、歳出の伸びの大半は社会保障関係費
の伸びであり、また、国債発行額の増加は、税収の落ち込み・社会保障関係費の伸びが影響している。

（注）当初予算ベース。

（単位：兆円）

※平成24年度予算において「年金交付国債」で対応することとした分を含む。

注「日本の財政関係資料」（財務省）より作成。 

＜社会保障給付と財源の現状＞ 社会保障給付費（平成24年度予算ベース） 

 その他 
　収入 
2.6 

  

 建設
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※ 



Ⅱ 税制抜本改革のあり方

地方財政調整制度

0

5

10

15

20

25

30

35

40

島
根
県

鳥
取
県

高
知
県

東
京
都

千
葉
県

埼
玉
県

神
奈
川
県

全
国
平
均

地 方 税

最大 島根県 337,683円
（平均の約1.88倍）

35位 東京都 178,697円
（平均の約0.99倍）

上位3団体 下位3団体
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33.8

12.112.813.1

17.9
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<一般財源の人口一人当たり額の状況(平成22年度決算)>（万円）

注1 ｢平成24年版地方財政白書」(総務省)より作成。
2 地方税の額は、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税

交付金、ゴルフ場利用税交付金、特別地方消費税交付金、自動車取得税交付金、軽油引取税交付金
として市町村に交付する額を除いたものである。

3 東京都の地方税については、上記交付金の他に特別区財政調整交付金、東京都が徴収した市町村税
相当額を除いたものである。

4 人口一人当たり額は、平成23年3月31日時点の住民基本台帳登載人口で除して得た値である。
ただし、岩手県宮古市、宮城県石巻市及び福島県南相馬市等19団体については、平成22年3月31日
時点の住民基本台帳人口による。

地 方 交 付 税

・ 地方交付税等による調整をした後の一般財源の人口一人当たり額は、
東京都は第35位、全国平均の0.99倍となっている。

・ 地方自治体間の財源の不均衡を調整し、財源保障を行う制度として地方
交付税制度がある。

そ の 他

<歳入純計決算額の状況（普通会計）(平成22年度決算)>

地方税

343,163

35.2％

地方交付税

171,936

（17.6%）

国庫支出金

143,052

（14.7%）

地方債

129,695

（13.3%）

その他

162,746

（16.7%）

地方譲与税・地方特例交付金等

24,524 （2.5%）
計 975,115億円

（単位：億円）

注 「平成24年版地方財政白書」（総務省）より作成。



地方法人特別税・同譲与税

注 平成24年度は、暫定措置による減収額が地方交付税算定上の財源超過額の２分の１を超えたため、

特例的に874億円の譲与税額加算措置がなされた。

[都への影響額等]

平成24年度：△1,039億円
(法人事業税 △3,715億円、地方法人特別譲与税 2,676億円）

○ 都への影響額

○ 平成20年10月1日以後に開始する事業年度から適用

（地方法人特別譲与税は、平成21年度から各都道府県に譲与）

・ 平成20年度税制改正では、税収の地域間格差の是正を図るとして、法人事業税
の一部を国税化し、全国都道府県に人口等で按分して譲与する措置が導入された。

（平成24年度当初予算ベース）

[基本的仕組み（全国ベース）]

法人事業税
（地方税）

平成18年度税収
（5.4兆円）

法人事業税
（地方税）

地方法人特別税
（国税）

創設

国 地方法人
特別譲与税

１
払
い
込
み
１

１

再

配

分

１

分離

〈改正前〉 〈改正後〉

所得割・収入割の一部を国税化
（2.6兆円）

a人口（1/2）及び従業者数（1/2）を
a基準として都道府県に譲与

創設

従来どおり
都道府県の税収

・ この措置は、地方の自主財源である法人事業税を、財政調整の手段として用い
たものである。



Ⅲ その他の検討事項

公平な徴収を担保する仕組み

・ 租税徴収率は比較的高い水準であるが、特別徴収と普通徴収では差が生じている。

・ 我が国の租税負担率は先進国において最低水準であるにもかかわらず、中間層に

おける痛税感は非常に強い。

< 中 間 層 の 租 税 負 担 に 関 す る 調 査 >

注 第６回地方財政の展望と地方消費税特別委員会（平成22年7月7日 全国知事会）
慶應義塾大学経済学部 井手英策准教授 講演資料より抜粋。

注1 国税の徴収率は「統計情報」(国税庁)、道府県税、市町村税の徴収率は「地方財政白書」(総務省)より作成。
2 国税の徴収率は収納済額を徴収決算済額で除したものであり、地方消費税を含む。
3 道府県税の徴収率は地方消費税を控除して算出した。
4 都税の徴収率は地方消費税を控除したものであり、東京都主税局税制部税制調査課で算出した。
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これからの固定資産税制

・ 東京都の持家世帯に占める世帯主65歳以上の世帯の割合は35.7％と高い。

・ 近年、適正に維持管理できていない空き家が増加している。

< 持 家 率 の 推 移 （ 東 京 都 ） >
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注1 「住宅・土地統計調査」（総務省）、東京都総務局ホームページ資料より作成。
2 平成5年までは総数のみ、平成10年以降は総数のうち高齢者持家数（世帯主が65歳以上の世帯の持家数）を

記載している。

賃貸・売却用 二次的住宅（別荘等） 長期不在・取壊し予定等

注1 「東京都住宅マスタープラン」（平成24年3月 東京都）、「住宅・土地統計調査」（総務省）より作成。
2 1983年までは総数のみ、1988年以降は賃貸・売却用、二次的住宅（別荘等）、長期不在・取壊し予定等の３つに

分類している。

空き家率（右目盛）

<空き家数及び空き家率の推移（東京都）>
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